
３０第３号議案 

指導が不適切な教員の認定及び指導改善研修に関する規則の 

一部改正について 

 このことについて、指導が不適切な教員の認定及び指導改善研修に関する規

則を一部改正したいので、別添案を添えて請議します。 

 平成３０年２月７日提出 

                      教育長 平 松 直 巳 

  説 明 

 この案を提出するのは、教育公務員特例法の一部改正に伴い、関係規定を整備

する必要があるからである。 



指導が不適切な教員の認定及び指導改善研修に関する規則の 

一部改正の概要 

１ 改正の理由・概要 

教育公務員特例法が一部改正されたことにより、規則の整理を行うものであ

る。また、その他、所要の改正を行うこととした。 

２ 改正の内容 

  教育公務員特例法の一部改正により、規則で引用している同法の条文番号

を整理するとともに、所要の改正を行うものである。 

３ 施行期日 

  公布の日 
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